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ヒッツFM（76.5MHz）はスマホ・PCからも聴けます！
～インターネットでラジオ配信・サイマルラジオ放送～

シリーズ国保②

新たな国保財政の運営のしくみ
　４月から変わる国保制度について、シリーズ１回目（1月15日号）で概要をお知らせしました。今回は、「新た
な国保財政の運営のしくみ」です。
　４月からは、県が決定した国保事業費納付金を各市町村が県に納付し、県はそれぞれの市町村で保険給
付に必要な費用を全額交付する制度になります。
　これにより、１つの市町村で突然保険給付が高額になった場合でも、必要なお金は県から全額交付される
ため、今までと比べて国保財政が安定します。

※保険証の発行、各種申請などはこれまでどおり市役所本庁や各支所で手続きしていただけます。
　また、保険料の納付方法もこれまでと変わりません。
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凍結や漏水など宅内の水道トラブルは施工した水道工事店にご相談ください。
宅内の水道トラブルや漏水修理などは、施工した水道工事店に依頼してください。
施工した工事店が不明な場合は、最寄りの水道工事店または当番水道工事店にご相談ください。
当番店の相談、対応は、受付順になります。混み合う場合は、お待ちいただくことがあります。

（工事費用は実費負担でお願いします）

問合先 市民課 ☎35⊖3137

問合先 上水道課 ☎35－3149


